
事務総局会議（第1回）議事録

令和3年1月12日 （火）午後2時00分～午後2時06分

’
’

’
1日時

場所｜総局会議室

中村事務総長，村田総務局長，徳岡人事局長，氏本経理局長， 中島行政

局第一誤長，安東刑事局長,手嶋家庭局長，大須賀秘書課長兼広報課長，

杜下情報政策課長兼審議官，長崎審議官，松ﾉ| |経理局主計課長

席出
者

令和2年度裁判所所管補正予算（第3号）について

氏本経理局長説明（資料第1）

令和3年度裁判所所管予算について

氏本経理局長説明（資料第2）

議事’ 1

2

1

結果 ◎裁判官会議付議 1 ， 2

●課長 大須賀 寛書秘

’



事務総局会議資料案1
《 1月i1日開催）

[翌工．

令和2年度裁判所所管補正予算（第3号） （案）について

(単位:千円）

区 分 金 額 備 考

当初予算額 326,624,181

1次補正後予算額 326,624, 181

2次補正後予算額 327,.883,247

補正要求額

修正追加額

修正減少額

△1,588,438

2，118，249

△3,706,687

裁判所施設費

物

(裁判所施設における安全・安心の確保) 1,631,696

･裁判所施設の耐震化

新島簡裁ほか6庁

･非常用設備の改修9庁

件費

(裁判手続のIT化等) 486,553

･民事訴訟手続のIT.化

･裁判手続のIT化のための情報インフ‘ラ基盤の整備等

不用による既定経費の減少

人件費 △3,369,乳52

物件費 △337,235

3次補正後予算額 326,294.809



l－r－寶砺－－1

令和2年度補正予算（第3号） （案）施設主要案件

裁判所施設における安全・安心の確保

1 裁判所施設の耐震化

（1） 改修による耐震化

簡 裁 （東京）新 島

（青森）野辺地

（2） 昇降機設備の耐震化

本 庁 宇都宮地家裁

東京家簡裁

地家裁支部 （横浜）川 崎

（福島）郡 山

（福島）いわき

2庁

5庁

g庁2非常用設備の改修



｢~寶震言－1

令和2年度補正予算（第s号） （案）物件愛の案件

ｰ

ammQ万円裁判手続のIT化等

2"2400万円民事訴訟手続のIT化1

システム開発のための要件定義及び調達支援業務

裁判書類の電子提出に係るアプリケーションの構築費用

2億6300万円裁判手続のIT化のための情報インフラ基盤の整備等2

J・NET基盤更改等の工程監理支援業務等

セキュリティ強化のための改修等

※百万円未満四捨五入



壽瀞薩講料亭罪

和3年度予算案について
Ａ
洞 [理1コ

(単位:百万円）

2,650(前年比△343)

Q_髻碧鶚鵜r軍門萎員藺蕊寶淀

229（前年比△91）民事裁判手続の而化等
◇ウェブ会議を活用した争点整理の運用経費など

○刑事 係経 4396（前年比△140）
◇裁判員裁判,心神喪失者等医療観察事件関連経費,法廷通訳関連経費など

6,173（前年比.△40）O家庭事件関係経費
◇家事調停関連経費など

(前年比十823）15.871

Q妻騨篭壼守惠藷羅聲

14,624（前年比△2,400）○裁判所施設の耐震化等

265,459（前年比十902）○職員人件費

5.035( 前年比十103）○司法修習生関係経費

10.931 (前年比△70)○その他の機構維持等経費

※四捨五入等の理由により,端数において計数が合致しない場合がある。

41人

書記官 2人
事務官39人
※速記官から事務官への振替2人を含む

○増員

56人○定員合理化

区 分
令和2年度
当初予算額

令和3年度
予算額案

比較増△減額 増△減率
補正予算
(第3号)計上額

裁判所所管 326,624 325,368 △1,256 AO.4% 2,119
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函一般経費の内訳

物件費

374億円(12％）
裁判の運営に直接必要となる経費(裁判費)等の
穣務的な経費のほか.庁舎維持管理経費等‘固

的経費が多くを占めている。定的ないし他動
鱗
，
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2,733億円(84％）

「「

146億円(4％

令和3年度

裁判所

予算額案

3,254億円

(単位：億円）

2年度
予算額

3年度
予算額案

増▲減額

人件費 2,724 92,733

物件費 372

170

3374

▲24施設費 146

▲13計 3,2663,254
今
ロ

〔注1〉四捨五入等の理由により，蟷数において計数が合致しない場合がある。

(注2）令和2年度予算額には，臨時・特別の措置分として24億円を含む。



に雲座．
令和3年度予算（案）施設主要案件

庁舎新営・増築

（新営・継続分）

本 庁

1

8庁

（東京）中目黒分室（仮称）

津地 家 裁

鳥取地家裁

佐賀地家裁

仙台高裁秋田支部秋田地家裁

(3)

(7)

(9)

(8)

(5)

(7)

(4)

(3)

苣
向 岡

山
田

地家裁支部 富
広
松

く
く
く

山）

島）

江）

福
浜

(増築。継続分）

本 庁

1庁

熊 本 家 裁 (3)

(新営・新規分）

本 庁

地家裁支部

2庁

山地家裁

岡）沼 津

壱
屋
聯

(11)

(8)

裁判所施設の耐震化

（建替え・継続分）

地家裁支部

2

S庁

柏
彦
伊

(3)

(4)

(4)

原
根
賀

(神戸）

(大津）

（津）

1庁(改修・継続分）

本 庁 高 地裁大阪 (6)

(建替え・新規分）

地家裁支部

1庁

(7)戸(盛岡）二

※（ ）内の数字は完成年度を示す。



匿璽列

令和3年度予算案の主な経費
（単位:千円）

令和2年度
当初予算額

令和3年度
予算額案

＜事件関係経費＞

家事調停委員手当

心神喪失者等医療観察制度関連経費

民事鯛停委員手当

裁判員等の日当･旅費

法廷通訳関連経費

労働審判制度関連経費

く民事裁判手続のIT化関連経費＞

ウェブ会議等を活用した争点整理の運用

システム開発のための要件定義及び調達支援業務

書面の電子提出

全体計画策定のためのコンサルティング

＜摘報システム関連経費＞

JoNET運用等経費

裁判員候補者名簿管理システム

保管金事務処理システム

裁判事務支援システム(NAVIUS)

督促手続オンラインシステム

裁判事務処理システム(民事及び家事)(MINTAS)

裁判事務処理システム(刑事)(KEITAS)

＜司法修習関連経受＞

修習給付金関連経費

修習資金貸与金関連経費

くその他＞

庁舎維持管理等経費

光熱水料

赴任旅費
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4,999,420

1,650,786

1,140,114

643,492

410,203

274,950

4,955,812

1,656,625

1,193,438

660,196

424,O11

253,153

224,O48 )
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2,577,476

447,770

333,392

203,544

102,470

102,440

85,758
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1,844,668

276,900

392,660

329,382

236,O75

84,392

301,704

く
く

3,315,846 ）

1,017,864）

3,288,794

1,100,520

ｊ
ｊ
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く
く
Ｉ

6,219,437

3,234,674

542,233

6,330,615

3,094,886

795,246
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事務総局会議（第2回）議事録

令和3年1月19日 （火）午前10時00分～午前10時38分日時

総局会議室場所

出席中村事務総長，村田総務局長，徳岡人事局長，氏本経理局長， 門田民事｜
者 局長兼行政局長，安東刑事局長，手嶋家庭局長大須賀秘書課長兼広報｜

課長，杜下情報政策課長兼審議官，長崎審議官
一~:－~~一…‐~－．‐

議事’ 1 公益通報通達に関する事務の取扱いに係る事項の最高裁判所長官へ
｜ の委任について

｜ 村田総務局長説明(資料第1）

｜,轤灘謡難墓籠説明(資料第2）

’

◎裁判官会議付議 1， 2

－－ －」

●秘書課長 大須賀 寛

’



事務総局会議資料茅↑
(／月ノタ日開催）

【総局会議配布資料】

(令和3． 1． 1g総務局）

公益通報通達に関する事務の取扱いに係る事項の最高裁判所長

官への委任について

(配布資料目録）

1 裁判官会議決議事項案



裁判官会議議決事項案

公益通報に関する事務の取扱いに係る事項については，最高裁判所長官に委任

する。

ノ



尭議料茅』
事務総局会議資料
（ ／月/タ曰龍催）

（令和3． 1． 19家二印）

調停委員協議会の開催について

主催 最高裁判所

期日 令和3年5月27日 （木）

場所 最高裁判所

ただし，新型コロナウイルス感染症に関する状況等に鑑み，必要な

感染防止策を講じる観点から，テレビ会議システムを用いて，最高裁

判所と各地とを相互に接続する方法を用いる。

協議事項（1） 民事

複雑化，多様化する調停事件に対応したより良い調停運営を実

現するために必要な調停委員の技能の更なる向上を図るための具

体的方策

（2）家事

調停の本質・利点や利用者のニーズに根差した新たな調停運営

の在り方及びその実現のために調停委員が果たすべき役割一合

理的かつ充実した調停運営を目指して一

協議員 各高等裁判所本庁の所在地，横浜, さいたま’千葉，京都及び神戸

の地方裁判所又は同地方裁判所管内の簡易裁判所の民事調停委員並び

に各高等裁判所本庁の所在地，横浜， さいたま，千葉，京都及び神戸

の家庭裁判所の家事調停委員1人ずつ（民事調停委員及び家事調停委

員の併任者であれば1人）

合計最大26人

参列員 協議事項(1)については，地方裁判所判事又は簡易裁判所判事及び裁

判所書記官 3人

協議事項(2)については，家庭裁判所判事，家庭裁判所調査官及び裁

判所書記官 3人
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’
1

総局会議室

鱸鱸長鷲藤長徳轤震長驚蕊謀騨薦
課長，杜下情報政策課長兼審議官，長崎審議官，栃木司法研修所長，遠’
藤裁判所職員総合研修所長 ､
1 令和3年度の裁判官研修について

栃木司法研修所長説明（資料第1）

2令和2年度における裁判所職員（裁判官以外）研修の実施に関する

重要な事項の再変更について

遠藤裁判所職員総合研修所長説明（資料第2）

3令和3年度における裁判所職員（裁判官以外）研修の実施に関する

重要な事項について

遠藤裁判所職員総合研修所長説明（資料第3）

4高等裁判所事務局長事務打合せの開催について

村田総務局長説明(資料第4）

5新裁判官の配置について

村田総務局長説明（資料第5）

6労働審判員研修会の開催について

門田行政局長説明（資料第6）

,議事

’

’
’
1

裁判官会議付議 1， 2

了承 4， 6

2。
◎

， 3， 5
結果

●秘書課長 大須賀 寛

事務総局会議（第3回）議事録

令和3年1月26日 （火）午前10時00分～午前11時10分日時

場所



評善龍藷料茅1 【配布資料1】
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番号
応募
型

研究会名 当初の実施時期
当初
日数

実施時期 日数

卓
菫

１
－
２
－
３
－
４
５
｝
６
ゞ
７
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９
－
Ⅲ
一
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一
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一
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■－ 一一一寺一一

命
一
等

一

命
一
一
今
－ ■一一一一一一

今
今
》
今

弁護士任官者研究会

刑事専門研究会1 （裁判員）

簡易裁判所判事民事実務研究会
一己 三国 一一一一一ヴーー一宮 ･P毎 -一一一一一＝4－

簡易裁判所判事刑事実務研究
一■ － ■亨一←－寺－－ q ヰーレ ■

支部長研究
｜
今

△一一ﾏｰｰ一一・一－て一一一一 一一－ず

民事専門研究会
一一 一． "､ 一一一一ニーーーマデー､ｰ

(DV)

一心辛一"

今
云
》

－一夕◇ ナ 句一・←け

一 一一一 ｡

判事補基礎研究会
一空 △二P△－－－寺一一▼ 一やママ 一一合一一一 一一寺 ､ 五 一

民事通常基本研究
4一一一一ヴー一

１
－

〈
云
一

簡易裁判所判事基礎研
一一一ヴーー一一一一一一－－－

新任部総括裁判官研究会

今p守一一■ ●△ﾛ '一 P 一~一 ,毛一画…

■当 ー"~ヂ ニヶq画申■壷一両■ ｡ T勺－－－－ 『ず◇▼－－－－口』F－－－‐宇 ◇一凸= 』△ ● b■争少① ｡ ■ ﾏ

基盤研究会1 （知的基盤1）行動経済学
一歯 －－÷？一一 古‐ぬ一ィ ．－ 一一 一一一一一一一一一 一●－－‐･一

刑事実務研究会ユー‐ ー
基盤研究会2 （裁判基盤1）

曲 ●一一 一 ÷ 一 一F ＝＝－一一 ←寺－凸 二－ ● 申

実務協議会（夏季）

～苛一､■'一

ﾜｰｸﾗｲﾌ
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5月29日
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6月1日 ～6月3日
－－一雨, 一一 - ■ － － －.凸②= 今~合一

6月10日～6月12日
－一御●一一’一一一℃ｰ今一一一口■茸一一合一子守･今一や-F一宇
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一
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一
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妬
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一
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一
月
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7月6日 ～7月7日
ザ , ､~今守一一一一J～ザや～P一 ･ 4 4 .1-･÷丁一一F今……

7月13日～7月15日
一一一一＝-

7月16日～7月17日

一一
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凸一一
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一一一
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4月7日
－｡ ●

中止

中止

甲正.ｰ．~－－
．一一
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【配布資料2】

令和3年度の裁判官研修について

令和3年度の裁判官研修実施計画においては，別紙記載1の「裁判官研修（合同

研修，個別研究）に関する重要な事項（平成28年度議決） 」 ，同2 「派遣型研修

について（報告対象事項） 」のいずれも変更はない。
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別紙

裁判官研修（合同研修，個別研究）に関する重要な事項等

1 裁判官研修（合同研修，個別研究）に関する重要な事項（平成28年度議決）

（1） 合同研修（実施場所は司法研修所。ただし，カリキュラムの一部を受入先施

設で実施することがあるほか，裁判所職員総合研修所や外部団体と合同で実施

することがある。 ）

ア裁判系（判事・判事補。 3日間以内）

（ｱ）事件分野別の分類

a 民事訴訟事件

①民事通常訴訟事件全般

②税務，会計，金融等の企業経済活動全般に関わる訴訟事件

③ IT(システム開発やインターネットの利用）に関する訴訟事件

④建築関係訴訟事件，建築調停事件

⑤医事関係訴訟事件

b行政訴訟事件

c 労働訴訟。保全，労働審判等の労働関係事件

． 知的財産権関係の訴訟P保全事件

e 民事その他事件

f 刑事訴訟，令状，医療観察等の刑事関係事件

9人事訴訟事件，家事調停・審判事件

h少年審判事件

（ｲ）主たる対象者による分類

主たる対象者に応じて以下の四つに分け，事件分野別の必要に応じて実

施する。

a 基礎（左陪席クラス）
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⑧

b基本（右陪席クラス）

c 実務(裁判長。右陪席クラス）

d専門（テーマに対応する裁判官）

イ導入系（判事・判事補｡顛間は以下のとおり）

参加する者の特性に応じて以下の三つに分けて実施する。

例年次（1週間以内） ：判事補・判事の任官時等の節目の年次に到達した

者

（ｲ） ポスト （1週間以内） ：支部長，部総括，所長等のポストに就任した者

（例役割（3日間以内） ：特定のポストに限らず，一定の役割が期待される

立場にある者

ウ基盤系（判事・判事補。 3日間以内）

裁判や組織運営の基盤となる一般的資質・能力の酒養を目的として，事件

分野にとらわれない広範な分野を取り上げて実施する。

エ簡易裁判所判事の研修(簡易裁判所判事。期間は以下の.とおり）

け）裁判系(B日間以内）

側導入系（1週間以内。ただし，新任簡易裁判所判事が参加する研修のう

ち， 1本については約1か月間）

(2)個別研究（参加する者は判事・判事補。期間。実施場所は以下のとおり）

ア司法研究（2年間以内） ：各所属庁，司法研修所のほかヒアリング先等

イ ミニ研究会（1日間以内） ：各実施庁

ウ各種調査。研究（随時必要な期間） ：司法研修所又は調査研究受入先

～

2派遣型研修について（報告対象事項）

（1） 判事補（期間・実施場所は以下のとおり。 (2)及び(3)について同じ）

ア民間企業長期研修（1年間） ：派遣先民間企業各社

イ 曰本銀行長期研修（1年間） ； 日本銀行
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。

ウシンクタンク長期研修（1年間） ： 21世紀政策研究所

(2) 判事又は判事補

国際刑事司法短期研修（年間4回，各1か月程度） ：国連アジア極東犯罪防

止研修所

(3) 判事

ア報道機関研修（1～2週間） ：派遣先報道機関各社

イ民間企業短期研修（1～2週間） ：派遣先民間企業各社

ウ研究機関短期研修（2週間） 理化学研究所

4
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肩事は期間短縮して実施

は書記官につき中止号
官につき期間癖縮l_て目

全2回）とナ

期間絹綿

三￥寺屑11 ，，冊

家腱叡干u肌副可堂
一一

束記官中央研催

ヤ丁皀hナ

更Iま執溌,岱騨

ﾘｵ．T国 催 朝間一締
ｰ1－

1

首席書記官

首席家裁調査官

事務局長

次席書記官,次席家裁調査官，
事務局次長等
一一一ー▲－

次席家裁調査官等

－－－ .ーF ダローーL～"一己
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2

研修の対象者 (研修名） 変更の内容

イ事務局事務系

係長等(担当分野）
係長等(総務,人事会計担
当)研修

中止(全分野）

ウ研修事務系

研修事務担当係長等 研修事務担当者研修 中止

(4)新採用職員を対象者とするもの

新採用職員(総合職） 総合職採用職員初任研修 期間短縮して実施

(5)その他

ア情報化関係

情報セキ11ﾉﾃｨ対策事務を担当
する管理職員

情報化推進の役割を担当する職
員

裁判事務支援システム(簡裁民
事･支払督促･高裁刑事･簡裁刑
事事件部分)の導入事務を担当
する職員

情報セキュリティ研修

情報処理研修

裁判事務支援システム(簡裁
民事･支払督促･高裁刑事･簡
裁刑事事件部分)導入研修

中止

中止(全2回）

中止(全6回）

イ採用試験事務関係

採用試験事務を担当する管理職
員等

採用試験事務担当者研究会 中止



2高裁委嘱研修

3自庁研修

『~T一一瀧耐臺薯一一丁－~－~砺茗ラーー~T…=一菱董滿蓉一一可一■■ 』

3

研修の対象者 (研修名） 変更の内容

1）管理者層を対象者とするもの

次席家裁調査官等
次席家庭裁判所調査官等実務
研究会

典
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込
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2)中間管理者層を対象者とするもの
9 句

新たに主任書記官，主任家裁調
査官課長補佐等に任命された
者

新任中間管理者研修 期間短縮して実施

(3)主として管理職以外の層(書記官,家裁調査官,係長等)を対象者とするもの

ア裁判事務系
叩 ●

書記官(執務経験）

家裁調査官(主任家裁調査官を
含む｡）(テーマ）

書記官ブラッシュアップ研修

家庭裁判所調査官実務研究会

中止

郡鞠侭識が蕊馳

● ｡

イ事務局事務系

新たに係長に任命された者 新任係長研修 期間短縮して実施

事務官(執務経験,担当分野） 事務官専門研修 中｣I
q

(4)事務官層を対象者とするもの

事務官(執務経験）
ジャンプアップ研修

事務官法律研修

中止

●今

り

総↑弘一、
趣
望
一

心
。
、
▽１

．ｉ識ｊ
・
繕のｉ簿画

(5)新採用職員層を対象者とするもの

新採用職員(総合職を除く6） 新採用職員研修 期間短縮して実施

1）事務官層を対象者とするもの

事務官(執務経験） ステップアップ研修 中止

2）新採用職員層を対象者とするもの

採用後1年程度の職員 フォローアップセミナー {裟欝噂し〉

採用直後の職員 フレッシュセミナー <変萎ない
I

3)最高裁高裁又は地家裁の実情に応じて実施(期間参加者は
実施庁において定める｡高裁が自庁及び管内地家裁所属職員を対
象として実施することがある｡）

智｛ 〉
《
一
一
６
↑
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隠
奔愛

０
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１
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4委託研修

5研究

【参考】

1書記官養成課程第一部第1フ期及び第二部第16期

10月1日から総研に参集し,在宅学修に対するフオローアップの授業や,必要な試験を実施

11月16日から令和3年3月25日までは,総研と所属庁等とをインターネットで接続してオン

ライン研修を実施予定

ただし,令和s年1月4日から2月末までは,再度総研に参集し,修了試験等を実施予定

2書記官養成課程第二部第17期

10月16日からの集合研修を中止し､所属庁において在宅学修(DVD視聴等)を実施

11月16日からは,第一部第1フ期及び第二部第16期と同様にオンライン研修を実施&j』

令和s年3月からは,総研に参集し,第一期の試験等を実施予定

3家裁調査官養成課程第16期

10月1日から総研に参集し,集合研修を実施噂』

4家裁調査官養成課程第17期

所属庁で13か月間の実務修習を実施中

4

研修の対象者 (研
b
閥
q

丘』
夢っ 昌）

裁
■ つ

判所以外の機関が実施する研修に職員を参加させるもの｡参加さ

せる研修,期間,職員については,最高裁において定める。

0 研究の対象者 (研究名） 変更の内容

(1)書記官,家裁調査官の合同による実務研究

書記官,家裁調査官 合同実務研究 (裟隻秘。
、

－$
』

2）書記官による実務研究

書記官 書記官実務研究 (変更伽､ 〉

3）家裁調査官による実務研究
6

家裁調査官

家庭裁判所調査官実務研究

家庭裁判所調査官関係機関特
別研究(関係機関について,､心
身の鑑別について,更生保護
について）

期間短縮して実施

関係機関について期間短縮して
実施

心身の鑑別について及び更生
保護について中止
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事務総局会議資料茅3
( I月ユ6日開催）

「

【配布資料】

令和3年度における裁判所職員（裁判官以外）研修の実施に関する重要な事項

1 中央研修

司法研修所と合同で実施することがある。実施場所は，裁判所職員総合研修所

であるが,司法研修所との合同実施の場合は,司法研修所で実施することもある。

（1）管理者層を対象者とするもの（各1日から5日程度）

ア管理業務系

管理者としての官職に応じた管理業務に係る能力の向上等を目的として

実施する。

㈱首席書記官（1本）

㈱首席家裁調査官（2本）

（切事務局長（1本）

脚次席書記官，次席家裁調査官，事務局次長等（2本）

鮒次席家裁調査官等（2本）

イ研修事務系

研修計画について検討すること等を目的として実施する。

高裁事務局次長,高裁首席書記官,高裁所在地家裁首席家裁調査官（1本）

（2） 中間管理者層を主な対象者とするもの（各1日から4日程度）

ア管理業務系

中間管理者としての官職に応じた管理業務に係る能力の向上等を目的と

して実施する。

同主任書記官，主任家裁調査官，課長補佐等（4本）

（ｲ)主任書記官，主任家裁調査官，訟廷管理官，課長等（1本）

（ｳ）主任家裁調査官（2本）

イ研修事務系

研修事務を担当する中間管理者等を対象とし，研修の的確な立案や円滑な

1



4

実施等を目的として実施する。

例研修の企画実施を指導する立場にある者（2本）

け）書記官研修（高裁委嘱）の講師予定者（分野別に4本）

(3)主として管理職以外の層（書記官，家裁調査官，係長等）を対象者とするも

の（各2日から5日程度）

ア裁判事務系

（ｱ）裁判事務の分野について，官職及び担当職務に応じて組織課題への取組，

執務能力の向上等を目的として実施するもの

a家事,少年を担当する書記官及び家裁調査官（家事1本，少年1本）

b民事,刑事家事を担当する書記官(民事2本,刑事及び家事各1本）

c家裁調査官（特定のテーマについて3本）

d速記官（1本)

（ｲ）裁判事務の分野について，官職及び執務経験に応じた執務能力の向上等

を目的として実施するもの

a家裁調査官（経験s年程度の者を対象者とするもの1本）

b執行官（総括執行官，執行官，新任執行官をそれぞれ対象者とするも

の各1本(なお,総括執行官を対象とするものは,隔年で実施している｡)）

イ事務局事務系

事務局事務の分野について，総務，人事又は会計の事務を担当する係長等

（担当事務ごとに1本）

ウ研修事務系

研修事務を担当する係長等（1本）

(4)新採用職員を対象者とするもの

総合職の新採用職員を対象として裁判所職員としての自覚と職務意識の高

揚等を図る目的で実施するもの（3日程度を1本）

(5) その他

2



ア情報化関係

情報化に伴う情報セキュリティの確保等の必要に応じて実施する（各2日

程度)。

㈱情報セキュリティ対策事務を担当する管理職員（1本）

（ｲ）情報化推進の役割を担当する職員（2本）

（ｳ）裁判事務支援システム（簡裁民事・支払督促・高裁刑事。簡裁刑事事件

部分)の導入事務を担当する職員(簡裁民事及び支払督促事件部分を2本，

高裁刑事及び簡裁刑事事件部分を2本，計4本）

イ採用試験事務関係・

採用試験事務を担当する管理職員等を対象とし，採用試験事務に必要な知

識及び技能についての研究を行うことにより，執務能力の向上を目的として

実施するもの（1日程度を1本）

高裁委嘱研修

高裁に委嘱して実施する。実施場所は裁判所職員総合研修所（分室を含む｡）

は各高裁とし,本数は各高裁において定める。

2

又は各高裁とし,本数は各高裁において定める。

(1)管理者層を対象者とするもの

次席家裁調査官等を対象者とし，家裁調査官に係る高裁委嘱研修等の充実，

改善を目的として実施するもの（1日程度）

(2) 中間管理者層を対象者とするもの

新たに中間管理者（主任書記官,主任家裁調査官，課長補佐等）に任命され

た者を対象者とするもの（3日から5日程度）

(3)主として管理職以外の層（書記官’家裁調査官，係長等）を対象者とするも

の

ア裁判事務系

裁判事務の分野について，執務経験に応じた執務能力の向上等を目的とし

て実施する。

3



（ｱ）書記官(一定の執務経験を有する者を対象者とする。3日から5日程度）

け）家裁調査官（主任家裁調査官も対象者とする。 3日程度）

イ事務局事務系

㈱事務局事務の分野について，新たに係長に任命された者を対象者とする

もの（1日から3日程度）

“）総務，人事又は会計の事務を担当する一定の執務経験を有する事務官を

対象者とするもの（2日から3日程度）

（4）事務官層を対象者とするもの

ア仕事の進め方に関する基本的な能力を向上させ，中堅事務官としてふさわ

しい職員を養成する．(3日程度)。 ・

イ基礎的な法学教育を行うことにより，資質及び事務処理能力向上を図る

（期間は実施機関が適宜定める｡)。

（5）新採用職員層を対象者とするもの

総合職を除く新採用職員を対象者として職務導入のための知識付与と心構

えのかん養を目的として実施する（2日から5日程度)。

3 ・自庁研修

最高裁，高裁又は地家裁が所属する職員に対して実施する研修。実施場所は研

修を実施する庁。本数は実施庁において定める。

（1）裁判事務又は事務局事務の分野について，比較的執務経験の短い事務官を対

象者とするもの（2日程度）

(2)採用後1年程度の職員を対象者とするもの（3日程度）及び採用直後の職員

を対象者とするもの（2日程度）

（3）最高裁,高裁又は地家裁の実情に応じて実施するもの（期間及び対象者は実

施庁において定める。なお，高裁が自庁及び管内地家裁の職員を対象として実

施することがある（いわゆる高裁ブロック研修)｡）

4委託研修

4



裁判所以外の機関が実施する研修に職員を参加させるもの。参加させる研修，

期間，職員は，最高裁において定める。

5研究

実施場所は裁判所職員総合研修所，研究員の所属庁及び関係機関等。本数はテ

ーマ等を勘案して裁判所職員総合研修所において定める。

（1）書記官及び家裁調査官等の合同による実務研究（7月程度）

（2）書記官による実務研究（1年程度）

（3）家裁調査官による実務研究

アテーマを定めて行うもの(S月程度又は3年程度）

イ関係機関の業務の実際の研究を行うもの（8月程度）

ウ心身の鑑別をテーマとして行うもの（1月程度）

エ更生保護をテーマとして行うもの（2月程度）

6 このほか各分野における課題への取組の進展状況，喫緊の課題の発生等に応じ

て，裁判所職員総合研修所長において，別途研修を実施することがある。

【参考】

1 書記官任用試験(cA)関係

書記官任用試験(CA)の第2次試験合格者を対象として，書記官の執務に必

要な学識及び実務知識並びに職務遂行能力の有無を判定するための試験(SS日

程度。この間各合格者の所属庁において実務研修を実施）

2書記官及び家裁調査官の養成

（1）書記官の養成

ア裁判所書記官養成課程第一部（裁判所職員総合研修所入所試験に合格し，

令和3年度の裁判所職員総合研修所の入所指名を受けた大学法学部卒業者

等を対象者とする。 1年）

イ裁判所書記官養成課程第二部（裁判所職員総合研修所入所試験に合格し，

5



令和2年度及び令和3年度の裁判所職員総合研修所の入所指名を受けた大

学法学部以外の学部卒業者等を対象者とする。 2年）

(2)家裁調査官の養成

家庭裁判所調査官養成課程（令和2年度及び令和3年度の裁判所職員総合研

修所の入所指名を受けた家裁調査官補を対象者とする。 2年）

以上

6



需寵言議料峯子
総局会議配布資料

高等裁判所事務局長事務打合せ開催要領（案）

最高裁判所

令和3年2月26日 （金）

テレビ会議システムを用いて，最高裁判所と各高等裁判所（支部を

除く。 ）を接続する方法により開催する。

当面の司法行政上の諸問題について

高等裁判所事務局長 8人

1 主催

2期日

3 開催方法

4協議事項

5 出席者

6 日程

一 一一甲マー

戚囿日

（
16： 1513 15 ～

一一画一一一－ず●一一句ら一一Pローロー手■ ■ 写､＝－マーーーーーーや再■凸令一一

事務総長挨拶
協議

26日

(金）

一一一一L一一・一●一一昔一
一一一凸一F一一一一一一一



評善賎議料戦
【事務総局会議配布資料】

裁判官の配置

(下線部分変更箇所）

第一小法廷

裁判

裁判

裁判

裁判

裁判

第二小法廷

裁判

裁判

裁判

裁判

裁判

第三小法廷

裁判

裁判

裁判

裁判

幸
裕

政上池官
官
官
官
官

池
澤
口
山
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克
道
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林

長 ■嶺 安 政官裁半I



事務総局会議資料乳
（ ／月ふろ日開催）

(令和3， 1． 26行二印）

労働審判員研修会の開催について

主催 各地方裁判所

期日 原則として令和3年4月から同年6月までの問で各地方裁判所

1

2

の定める日

各地方裁判所

労働審判事件の処理に必要な基礎的知識の習得

各地方裁判所に所属する新任の労働審判員

場所

研修事項

出席者

3

4

5


